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蔵前小学校長 津野 澄人 

今後の新型コロナウイルス感染症対策について 

日頃より、本校の教育活動にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。５月８日より、新型コロナウイ

ルス感染症が５類移行されました。蔵前小学校では、文部科学省の「学校における新型コロナウイルス感染症に

関する衛生管理マニュアル」に基づき、今までに取り組みに加え、以下の点について対応し、児童が安全安心に

充実した学校生活を送れるように致します。 

 

１．出席停止の取り扱いについて 

今後新型コロナウイルス感染症に関する出席停止基準は下記のように変更となります。 

従来の新型コロナウイルス感染症に関する 

出席停止の基準 

 今後の新型コロナウイルス感染症に関する 

出席停止の基準 

①お子さんが新型コロナウイルス感染症陽性者となった場合 
新型コロナウイルス感染症の陽性者となった場合、 

発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１

日経過するまで（下図参照）出席停止とする。また、

発症後から１０日間経過するまではマスク着用を推奨

する。 

なお登校再開する際、出席停止解除願（蔵前小学校Ｈ

Ｐ参照）を印刷し、保護者が必要事項を記入の上、登

校再開日にお子さんに持たせて学級担任に提出して

ください。 

 

②お子さんが新型コロナウイルス感染症濃厚接触者と指定さ

れた場合 

③お子さん、もしくはご家族が新型コロナウイルス感染症に

かかっているかどうかの検査を受ける場合 

④お子さんが新型コロナウイルス感染症ワクチン接種及び接

種後の副反応が出た場合 

⑤お子さん、もしくはご家族が新型コロナウイルス感染症に

かかった可能性がある場合 

新型コロナウイルス感染症の出席停止基準 

 0日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 ８日目 

症状あり 

発症後１日目

に症状軽快の

場合 

発症日 軽快 軽快 軽快 軽快 

 

軽快 登校可 

 出席停止期間 

症状あり 

発症後５日目

に症状が続く

場合 

発症日 症状あり 症状あり 症状あり 症状あり 症状あり 軽快 軽快 

 
登校可 

 出席停止期間 

無症状感染 検査日 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 

 

 

登校可 

 

 ※途中で発症した場合は軽快後１日経過してから登校可 



２．マスク着用について 

マスクの着脱は個人の自由であるため、強制いたしません。ただし、下記のような場面ではマスクの着脱を推奨

いたします。 

マスクを着けることを推奨する場面 マスクを外すことを推奨する場面 

咳、鼻水、咽頭痛等の風邪症状

がある場合 

新型コロナウイルス感染症発

症から１０日間経過するまで 
体育など体を動かす場面 炎天下で活動をする場面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

３．感染症対策について 

①「適切な距離」「手洗いなどの手指衛生」「咳エチケット」などの基本的な感染対策を継続します。 

②玄関サーモ（検温器）による検温を廃止します。 

③給食当番の二重マスクを一重で行います。 

④配膳時は引き続き全員マスク着用をします。 

⑤食事のマナーを守って、引き続き前向きでの食事をします。（会食中は飛沫を飛ばさないよう注意することが重要

です。） 

⑥音楽授業、金管バンドドリルやオーケストラ活動は基本的な感染対策を実施し、以下のとおりにします。 

 

 

 

 

引き続きご家庭でのお子様の健康把握をお願い致します。発熱や咽頭通、咳等の普段と異なる症状がある場

合は自宅で休養することが重要であり、無理をして登校しないようご協力をお願い致します。 

 

 

・フェイスシールドの廃止 

・鍵盤ハーモニカの吹き口、リコーダーは週末に洗浄して翌週に持ってくる。 

・マウスピースは学校で洗浄し、保管する。 

 


